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一
緒
に
考
え
よ
う
！「
町
制
」と「
市
制
」

第
３
回「
市
と
町
の
違
い
に
つ
い
て
」②

　
「
町
制
」と「
市
制
」に
つ
い
て
５
回
シ
リ
ー
ズ

で
皆
さ
ん
に
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
、
一
緒
に
考

え
よ
う
！「
町
制
」と「
市
制
」。第
３
回
目
と
な

る
今
回
は
、
市
に
な
っ
た
場
合
の
財
政
負
担
と

税
負
担
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

 
財
政
負
担
は
ど
う
な
る
の　

　

前
号
の
第
２
回
目
の
コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
し
た

よ
う
に
、
市
に
な
る
と
福
祉
事
務
所
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
る
た
め
、
福
祉
な
ど
の
行
政
サ

ー
ビ
ス
は
向
上
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

事
務
を
行
う
た
め
に
毎
年
必
要
と
な
る
事
業
経

費
も
同
時
に
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た

町
か
ら
市
へ
の
名
称
の
変
更
や
住
所
表
記
の
変

更
に
よ
り
、
公
共
施
設
の
看
板
や
印
刷
物
な
ど

の
修
正
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
修
正

な
ど
の
経
費
も
一
時
的
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
必
要
経
費
は
、
皆
さ
ん
か

ら
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
や
国
・
県
か
ら
の
支

出
金
で
ま
か
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
般
財
源
に
お
い
て
、
市
に
な
っ
た
場
合
に

毎
年
必
要
と
な
る
経
費
と
市
に
変
わ
る
当
初
一

年
間
の
み
必
要
と
な
る
経
費
の
増
を
、
平
成
17

年
度
の
予
算
を
ベ
ー
ス
に
概
算
で
計
算
し
た
結

果
は
、
下
の
表
１
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

経 費　 

  業務等

経常的経費（毎年必要な経費） 一時的経費（当初１年のみ必要な経費）

事業費増
（一般財源ベース） 主な使い道 事業費増

（一般財源ベース） 主な使い道

福祉関係 1億4,700万円
・福祉事務所の設置

・県負担割合の変化
1,000万円 ・内容変更の通知など

教育関係 500万円 ・県指導主事の受入 900万円 ・学校備品などの修正

看板・印刷物関係 ― ― 5,300万円
・公共施設看板の修正

・各種印刷物の修正　

コンピューター関係 ― ― 1億5,700万円 ・システム修正など

各種団体関係 300万円 ・加入負担金などの増 3,200万円 ・団体備品などの修正

計 1億5,500万円 ― 2億6,100万円 ―

◆表1 町から市になった場合の財政負担

▼問い合わせ＝市制準備室

　☎（32）8013　　（32）2165

　 shisei@town.aichi-miyoshi.lg.jp

掲載予定号 テーマ
第４回 　9月15日号 国勢調査と町の歩み
第５回 10月15日号 市と町の違いについて③

　「単独のまちづくり」を進める三好

町では、「町制」と「市制」について広

報６月15日号から５回シリーズで

紹介し、町民の皆さんと一緒に考え

ていきます。

　今後のまち

づくりについ

て考えてみま

せんか。

●皆さんの意見をお聞かせください●
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て
は
税
額
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
住
民
税（
市
町
村
・
県
民
税
）に
つ
い
て

　

個
人
の
住
民
税
は
、
所
得
金
額
に
応
じ
て
額

が
変
わ
る「
所
得
割
」と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
定
の

額
を
負
担
す
る「
均
等
割
」が
あ
り
ま
す
。
所
得

割
は
前
年
の
所
得
金
額
か
ら
計
算
さ
れ
る
た
め

町
が
市
に
な
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。ま
た
市
・

町
民
税
の
均
等
割
は
年
額
３
、０
０
０
円
、
県

民
税
の
均
等
割
は
年
額
１
、０
０
０
円
で
市
町

村
同
一
の
金
額
で
す
。
そ
の
た
め
三
好
町
が
市

に
な
っ
て
も
、
住
民
税
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

●
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

　

三
好
町
の
固
定
資
産
税
の
税
率
は
１
・
４
％
、

都
市
計
画
税
は
０
・
３
％
で
町
と
市
の
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
毎
年
、
税
法
に
基
づ
く
税

負
担
の
調
整
措
置
に
よ
り
税
額
が
変
わ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

三
好
町
の
都
市
計
画
区
域
は
、
優
先
的
、
計

画
的
に
市
街
化
を
進
め
る「
市
街
化
区
域
」と
市

街
化
を
抑
制
す
る「
市
街
化
調
整
区
域
」に
区
分

 

税
負
担
は
ど
う
な
る
の

　
「
市
に
な
る
と
税
金
が
高
く
な
る
の
？
」
と

多
く
の
皆
さ
ん
が
疑
問
を
持
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
一
昨
年
に
行
っ
た「
合
併
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
」で
は
、
単
独
で
町
と
答
え
た

人
の
理
由
と
し
て
「
市
に
な
る
と
税
負
担
が
増

え
る
か
ら
」と
い
う
回
答
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
現
行
の
税
制
度
で
市
に
な
っ
た
場
合

に
「
税
負
担
」
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
紹

介
し
ま
す
。

 
税
金
の
種
類

　

税
金
は
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
築
く
た
め
の

費
用
を
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
広
く
負
担
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
、
国
に
納
め
る
所
得
税
な
ど
の

国
税
、
県
に
納
め
る
自
動
車
税
な
ど
や
、
市
町

村
に
納
め
る
住
民
税
、
固
定
資
産
税
な
ど
の
地

方
税
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
三
好
町
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る

町
税
は
７
種
類
あ
り
ま
す
。（
表
２
）

 

市
に
な
る
と

　

税
金
に
は
、
税
額
が
一
律
で
決
ま
っ
て
い
る

も
の
や
収
入
金
額
、
土
地
や
建
物
な
ど
の
評
価

額
か
ら
計
算
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

町
が
市
に
な
る
こ
と
で
、
収
入
金
額
を
基
に
税

額
を
計
算
す
る
所
得
税
や
住
民
税
な
ど
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
固
定
資
産
税
や
都
市
計

画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
資
産
割
額
に
つ
い

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
区
分
の
こ
と
を
一
般
的

に「
線
引
き
」と
い
い
ま
す
。

　

町
が
市
に
な
る
こ
と
で
建
物
や
住
宅
地
な
ど

の
税
金
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ

い
て
は
、
課
税
方
法
が
変
わ
り
ま
す（
６
ペ
ー

ジ
表
３
）。町
の
場
合
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地

は
市
街
化
農
地
の
課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

市
に
な
る
と
原
則
と
し
て
宅
地
並
み
課
税
と
な

り
税
負
担
が
増
え
ま
す
。
た
だ
し
、
５
０
０
㎡

以
上
の
一
団
と
な
っ
た
農
地
な
ど
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し「
保
全
す
る
農
地
」と
し
て「
生
産

緑
地
地
区
」に
指
定
さ
れ
た
農
地
に
つ
い
て
は
、

市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
地
と
同
様
の
課
税
と

な
り
税
負
担
を
軽
減
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
は
農
地
以
外
の
利
用
が
で
き
な
い
と
い

っ
た
規
制
な
ど
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
６
、７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

以
上
が
市
に
な
っ
た
場
合
に
生
じ
る
、
税
負

担
の
主
な
変
更
点
で
す
。

写真は生産緑地のイメージ写真です

第３回　市と町の違いについて②
一緒に考えよう!「町制」と「市制」

税　目 税負担
住民税 同一

軽自動車税 同一

固定資産税 増加
（市街化区域農地のみ）

都市計画税 増加
（市街化区域農地のみ）

国民健康
保険税　

増加
 （市街化区域農地にか
   かる資産割額のみ）

町たばこ税 同一
特別土地保有税 同一

◆ 表2 町税の種類と市になった場合の
税負担の違い
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農
地
に
対
す
る
課
税

　

三
好
町
が
市
に
な
る
と
三
大
都
市
圏
の
特
定
市

（
首
都
圏
、
近
畿
圏
、
中
部
圏
に
あ
る
市
な
ど
の

こ
と
）に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
市
街
化
区
域

内
に
あ
る
農
地
が
図
１
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
農
地
の
区
分
ご

と
に
税
額
な
ど
の
計
算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
農
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
評
価
と
課
税
方
法
を
、
町
と
市
の
場
合
で
比

較
す
る
と
表
３
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
市

街
化
区
域
内
農
地（
特
定
市
街
化
区
域
農
地
）の
固

定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
税
額
の
計
算
方
法
は
、

下
記
の
と
お
り
で
す
。

町
が
市
に
な
っ
た
場
合
の
農
地
に
対
す
る
課
税
と
生
産
緑
地
制
度
に
つ
い
て

町 市
市街化調整
区域内農地

・農地評価 
・農地課税

市街化区域
内農地　　

・ 宅地並み評価
・ 農地に準じた
課税

生産緑地地区に
指定しない農地
（宅地化する農地）

・ 宅地並み評価
・ 宅地並み課税

生産緑地地区に
指定された農地
（保全する農地）

・農地評価
・農地課税

※ 相続税の納税猶予・免除制度の特例の適用は、従来どおりです。

◆表3 農地に対する固定資産税・都市計画税の課税方法

■図1 市になった場合の市街化区域内農地の区分

市街化区域内農地
（特定市街化区域農地）

宅地化する農地

保全する農地

計画的な宅地化推進

生産緑地地区の指定

市街化調整区域への
編入（逆線引き）

●特定市街化区域農地の固定資産税（税率 1.4％）・都市計画税（税率 0.3％）の税額の求め方
次のアまたはイのうち、いずれか少ない額になります。
ア・特定市街化区域農地の評価額 × 1/3（都市計画税は 2/3） × 税率
　 ただし、市制により新たに特定市街化区域農地となった当初４年度間は、次式により算出します。
　・特定市街化区域農地の評価額 × 1/3（都市計画税は 2/3） × 右の表4の率 × 税率

年　度 率
初年度目 0.2
2年度目 0.4
3年度目 0.6
4年度目 0.8

◆表4

　   なお、イの額を算出する場合、負担水準が0.8以上の土地と負担水準が0.5以上で価格下落率が   
0.15以上の土地については、前年度の税額に据え置いた額となります。

イ・前年度の課税標
　　準額(※1）

右の表5の負担水準(※2）の
区分に応じた負担調整率× ×  税率

負担水準 負担調整率
0.4～0.8 1.025
0.3～0.4 1.05
0.2～0.3 1.075
0.1～0.2 1.1
　  ～0.1 1.15

◆表5
※1  課税標準額は、土地などの固定資産を評価して価格を決定した後、その価格を基に算定さ
れます。上記イの場合は、前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものと
みなした課税標準額になり、過去から再計算して算出するため、現在の市街化区域農地
とは課税標準額が異なります。

※2  負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを
示し、上記イの場合は次の算式で求められます。

　　負担水準＝前年度課税標準額 /（新評価額（当該年度の評価額）×1/3(都市計画税は2/3））

●平成17年度が市制の初年度となったとして試算して、町の場合と比較すると
※ 税額は各筆の地形や負担水準などの条件によりそれぞれ異なるため、ここでは１つの事例（1,000㎡当たり）
として固定資産税と都市計画税を合計した税額の動きを概算で算出しています。

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
町 ① 89 98 108 119 128
市 ② 38 77 115 145 146
②-① ▲51 ▲21 7 26 18

◆事例Ａ 「ある田（17年度の負担水準0.2超）」 単位：千円

・町の場合は、負担水準に応じてなだらかに税負担が増えます。
・ 市になると、当初２年度は町の場合よりも税負担が減りま
すが、その後は町の場合よりも税負担が増えます。

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
町 ① 89 98 108 119 130
市 ② 43 86 128 156 157
②-① ▲46 ▲12 20 37 27

◆事例Ｂ 「ある畑（17年度の負担水準0.2超）」 単位：千円

・町の場合は、負担水準に応じてなだらかに税負担が増えます。
・ 市になると、この畑の事例では当初２年度は町の場合より
も税負担が減りますが、その後は町の場合よりも税負担が
増えます。

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
町 ① 80 88 97 107 117
市 ② 90 180 202 207 212
②-① 10 92 105 100 95

◆事例Ｃ 「ある畑（17年度の負担水準0.2未満）」単位：千円

・町の場合は、負担水準に応じてなだらかに税負担が増えます。
・ 市になると、この畑の事例では町の場合の税負担がもともと
低いため、事例Ｂよりも税負担の増加が急になります。

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
田 2 2 2 2 2
畑 1 1 1 1 1

◆生産緑地地区に指定された農地 単位：千円

　市制により特定市街化区域農地が生産緑地地区に指定され
ると、その農地は市街化調整区域内の農地と同様の農地課税
となります。そのため、生産緑地地区に指定されていない市
街化区域内の農地と比べ、税負担が軽減されます。
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第3回　市と町の違いについて②
一緒に考えよう!「町制」と「市制」

 

生
産
緑
地
制
度（
法
制
度
）

●
生
産
緑
地
制
度
の
意
義

　

生
産
緑
地
制
度
と
は
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
る

農
地
の
緑
地
機
能
に
着
目
し
て
、
公
害
や
災
害
の

防
止
、
都
市
の
環
境
保
全
な
ど
に
役
立
つ
農
地
を

計
画
的
に
保
全
し
、
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
を

図
る
た
め
の
都
市
計
画
の
制
度
で
す
。（
図
２
）

　

三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
内
農
地

は
「
宅
地
化
す
る
農
地（
よ
り
計
画
的
な
住
宅
宅

地
供
給
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
積
極
的
な

活
用
を
図
る
農
地
）」
と
「
保
全
す
る
農
地（
農
業

と
調
和
し
た
形
で
都
市
の
良
好
な
生
活
環
境
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
計
画
的
・
永
続
的
な
保

全
を
図
る
農
地
）」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。（
６
ペ
ー
ジ
図
１
）

●
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
要
件（
図
２
の
Ａ
）

　

市
街
化
区
域
内
に
あ
る
現
に
農
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
農
地
で
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

① 

農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
公
害
や
災
害

防
止
、
都
市
環
境
の
保
全
と
い
っ
た
生
活
環
境

機
能
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
。

② 

将
来
、
公
園
や
緑
地
な
ど
の
公
共
施
設
な
ど
の

敷
地
と
し
て
適
し
て
い
る
こ
と
。

③ 

面
積
が
一
団
で
５
０
０
㎡
以
上
の
農
地
で
あ
る

こ
と
。

④
農
業
の
継
続
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

⑤ 
ほ
か
の
都
市
計
画
事
業
に
支
障
を
き
た
す
こ
と

の
な
い
こ
と
。

●
生
産
緑
地
地
区
の
管
理（
図
２
の
Ｂ
）

　

農
地
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

農
地
以
外
の
利
用
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
建
物
の
建
築
や
土
地
の
形
質
の
変
更
な
ど

の
行
為
は
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、町
長（
市

長
）の
許
可
を
受
け
た
一
定
の
農
業
用
施
設（
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
）
は
可
能
で
す
。

●
買
い
取
り
申
し
出（
図
２
の
Ｃ
）

　

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
、
生
産
緑
地
地
区
に
指

定
さ
れ
た
土
地
を
買
い
取
る
よ
う
に
町
長（
市
長
）

に
対
し
て
申
し
出
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
町

長（
市
長
）は
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
当
該
生

産
緑
地
を
時
価
で
買
い
取
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

① 

生
産
緑
地
地
区
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
30
年
を
経

過
し
た
と
き
。

② 

農
業
の
主
た
る
従
事
者
が
死
亡
し
た
り
、
農
業

に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
さ
せ
る
故
障
が

生
じ
た
り
し
た
と
き
。

●
指
定
解
除（
図
２
の
Ｄ
）

　

基
本
的
に
は
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
を
解
除
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場

合
は
、
指
定
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

① 

生
産
緑
地
の
買
い
取
り
申
し
出
の
日
か
ら
３
カ

月
以
内
に
所
有
権
移
転(

相
続
な
ど
に
よ
る
移

転
を
除
く
）が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
。

② 

公
共
施
設
な
ど
の
敷
地（
用
地
）と
な
っ
た
場
合
。

③  

①
、②
の
解
除
に
よ
っ
て
、
残
っ
た
農
地
で
は
、

生
産
緑
地
地
区
の
指
定
要
件
を
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
。

 

生
産
緑
地
地
区
の
指
定
な
ど
の
考
え
方

　

市
制
に
移
行
す
る
場
合
、
生
産
緑
地
制
度
の
公

平
性
を
高
め
適
正
な
運
用
を
行
う
た
め
に
、
ま
た

将
来
の
三
好
に
過
大
な
財
政
負
担
を
残
さ
な
い
た

め
、
妥
当
性
の
あ
る
明
確
な
指
定
基
準
な
ど
を
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

原案の作成　市町村・都の特別区

公聴会等、都市計画地方審議会

土地所有者等の同意

生産緑地地区に関する都市計画の決定

農地等としての生産緑地の管理 市町村長等
（助言、指導等の協力要請）

市町村長への買い取りの申し出

買い取らない旨の
通知（1月以内）

買い取る旨の通知
（1月以内）

価格の協議（成立しない場合に
は収用委員会への裁決申請）

農林漁業希望者へのあっせん

農業の継続
法律の目的に従った適切
な管理（公園、緑地等と
して整備）

農地等とし
ての生産緑
地の管理

あっせん不調の場合には、
行為制限の解除（買い取
り申し出から3カ月後）

（特別の事情のある場合に限る）

■図2 生産緑地制度の概要

指定要件
・ 公害等の防止、農林漁業と調
和した都市環境の保全等の効
用

・公共施設等の用地に適
・500㎡以上
・用排水等の営農継続可能条件

Ｂ

Ａ

Ｄ Ｄ

生産緑地指定後30年経過

主たる従事者の死亡等

Ｃ
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